
平
成
十
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
条
第
十
一
号
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
「
銀
行
」
、
「
金
融
機
関
」
、
「
被
管
理
金
融
機
関
」
、
「
承
継
銀
行
」
、
「
特
別
公
的
管
理
銀
行
」
、
「
協
定
」
、
「
協
定
承
継
銀
行
」
、
「
特
定
整
理
回
収
協
定
」
、
「
特
定
協
定
銀
行
」
又
は
「
株
式
等
」
と
は
、
金

融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
六
十
条
第
十
一
号
に

規
定
す
る
銀
行
、
金
融
機
関
、
被
管
理
金
融
機
関
、
承
継
銀
行
、
特
別
公
的
管
理
銀
行
、
協
定
、
協
定
承
継
銀
行
、
特
定
整
理
回
収
協
定
、
特
定
協
定
銀
行
又
は
株
式
等
を
い
う
。

（
資
本
減
少
の
場
合
に
各
別
に
異
議
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
債
権
者
）

第
二
条
　
法
第
二
十
四
条
（
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
債
権
者
は
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ

た
債
券
の
権
利
者
、
定
期
積
金
の
積
金
者
及
び
保
護
預
り
契
約
に
係
る
債
権
者
そ
の
他
の
銀
行
の
業
務
に
係
る
多
数
人
を
相
手
方
と
す
る
定
型
的
契
約
の
債
権
者
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
定
承
継
銀
行
に
生
じ
た
損
失
の
金
額
）

第
三
条
　
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
協
定
承
継
銀
行
の
各
事
業
年
度
の
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
に
第
三
号
に
掲
げ
る
割
合

を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。

一
　
協
定
の
定
め
に
よ
り
協
定
承
継
銀
行
の
資
産
の
買
取
り
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産
に
係
る
譲
渡
損
に
相
当
す
る
金
額

二
　
損
益
計
算
上
の
当
期
損
失
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
金
額

三
　
協
定
承
継
銀
行
の
当
該
事
業
年
度
末
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
総
数
の
う
ち
預
金
保
険
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
当
該
日
に
お
い
て
所
有
す
る
株
式
数
の
割
合

２
　
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
損
失
の
補
て
ん
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
額
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ

り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
当
該
協
定
承
継
銀
行
の
株
式
を
所
有
す
る
者
（
機
構
を
除
く
。
）
が
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
補
て
ん
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
と
す
る
。

（
取
得
株
式
の
対
価
の
支
払
）

第
四
条
　
機
構
は
、
旧
株
主
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
株
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
株
式
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
取
得
株
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

対
価
の
支
払
を
請
求
し
た
と
き
は
、
当
該
取
得
株
式
に
係
る
株
券
（
以
下
「
旧
株
券
」
と
い
う
。
）
又
は
旧
株
主
証
明
書
の
所
持
人
に
対
し
、
当
該
旧
株
券
又
は
当
該
旧
株
主
証
明
書
と
引
換
え
に
当
該
取
得
株
式
の
対
価
を
支
払
う
も

の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
「
旧
株
主
証
明
書
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
特
別
公
的
管
理
銀
行
が
発
行
す
る
当
該
請
求
を
し
た
者
が
旧
株
主
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
旧
株
主
が
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公

告
が
あ
っ
た
時
（
以
下
「
公
告
時
」
と
い
う
。
）
に
有
し
て
い
た
株
式
の
種
類
及
び
数
を
証
す
る
書
面
を
い
う
。

一
　
公
告
時
に
お
い
て
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
二
十
六
条
ノ
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
名
簿
に
株
券
を
発
行
し
な
い
旨
の
記
載
が
あ
っ
た
旧
株
主

二
　
公
告
時
に
お
い
て
、
同
法
第
二
百
三
十
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
端
株
原
簿
に
記
載
が
あ
っ
た
旧
株
主

三
　
公
告
時
に
お
い
て
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
単
位
未
満
株
式
に
つ
い
て
株
主
名
簿
に
記
載
が
あ
っ

た
旧
株
主

四
　
旧
株
主
が
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
管
振
替
機
関
（
以
下
「
保
管
振
替
機
関
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
公
告
時
に
お
け
る
同
法
第
三
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
質
株
主
（
以
下
「
実
質
株
主
」
と
い
う
。
）

３
　
保
管
振
替
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
別
公
的
管
理
銀
行
の
求
め
に
応
じ
、
公
告
時
に
お
け
る
実
質
株
主
に
つ
き
、
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法

律
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
の
種
類
及
び
数
又
は
そ
の
変
更
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
機
構
が
第
一
項
の
事
務
を
特
別
公
的
管
理
銀
行
に
委
託
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
別
公
的
管
理
銀
行
は
、
取
得
株
式
の
対
価
の
支
払
を
請
求
し
た
者
が
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
者
に
対
し
取
得
株
式
の
対
価
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
取
得
株
式
の
対
価
の
支
払
場
所
は
、
機
構
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
関
係
人
は
、
公
告
時
に
お
い
て
当
該
取
得
株
式
に
つ
き
質
権
そ
の
他
の
担
保
権
を
有
し
て
い
た
者
及
び
公
告
時
ま
で
に
当
該
取
得
株
式
に
つ
き
差
押
え
又
は
仮
差
押
え
（
公
告
時

に
お
い
て
そ
の
効
力
が
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
者
と
す
る
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
関
係
人
が
旧
株
主
の
受
け
る
べ
き
取
得
株
式
の
対
価
に
対
し
て
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
、
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
際
に
併
せ
て
公
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
預
金
保
険
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
六
条
　
法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
預
金
保
険
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

附
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号

承
継
し
、
又
は
取
得
し
た
貸
付
債
権
そ
の
他
の
財
産
（
以
下
「
譲
受
債
権
等
」
と
い
う
。
）

金
融
機
関
等
か
ら
買
い
取
っ
た
資
産
（
以
下
「
買
取
資
産
」
と
い
う
。
）

次
号
並
び
に
次
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号

金
融
機
能
再
生
緊
急
措
置
法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
号

1



附
則
第
七
条
第
一
項
第
六
号

譲
受
債
権
等

買
取
資
産

（
特
定
協
定
銀
行
に
生
じ
た
利
益
の
額
）

第
七
条
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
特
定
協
定
銀
行
の
各
事
業
年
度
の
第
一
号
に
掲
げ
る
収
益
の
額
の
合
計
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
合
計
額
を
控
除

し
た
残
額
と
す
る
。

一
　
収
益

イ
　
買
取
資
産
に
係
る
譲
渡
益

ロ
　
買
取
資
産
で
あ
る
金
銭
債
権
及
び
有
価
証
券
に
係
る
償
還
、
払
戻
し
又
は
残
余
財
産
の
分
配
に
伴
う
収
益

ハ
　
買
取
資
産
で
あ
る
金
銭
債
権
及
び
有
価
証
券
に
係
る
貸
付
金
利
息
、
受
取
配
当
金
及
び
有
価
証
券
利
息

ニ
　
そ
の
他
特
定
整
理
回
収
協
定
の
定
め
に
よ
る
業
務
の
実
施
に
よ
る
収
益

二
　
費
用

イ
　
買
取
資
産
に
係
る
譲
渡
損

ロ
　
買
取
資
産
で
あ
る
金
銭
債
権
及
び
有
価
証
券
に
係
る
償
還
、
払
戻
し
又
は
残
余
財
産
の
分
配
に
伴
う
損
失

ハ
　
買
取
資
産
で
あ
る
金
銭
債
権
に
係
る
貸
倒
れ
に
よ
る
損
失

ニ
　
特
定
整
理
回
収
協
定
の
定
め
に
よ
る
資
産
の
買
取
り
の
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金
そ
の
他
の
特
定
整
理
回
収
協
定
の
定
め
に
よ
る
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金
に
係
る
借
入
金
の
利
息

ホ
　
そ
の
他
特
定
整
理
回
収
協
定
の
定
め
に
よ
る
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
と
す
る
事
務
費
そ
の
他
の
費
用

２
　
特
定
協
定
銀
行
は
、
毎
事
業
年
度
、
前
項
に
規
定
す
る
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
額
に
相
当
す
る
金
額
を
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
機
構
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
整
理
回
収
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
預
金
保
険
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
八
条
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
特
定
整
理
回
収
協
定
に
つ
い
て
預
金
保
険
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
預
金
保
険
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

附
則
第
八
条
第
一
項
第
四
号

事
業
の
譲
受
け
等
若
し
く
は
特
定
事
業
譲
受
け
等
又
は
資
産
の
買
取
り

資
産
の
買
取
り

附
則
第
八
条
第
一
項
第
七
号

譲
受
債
権
等

特
定
整
理
回
収
協
定
の
定
め
に
よ
り
金
融
機
関
等
か
ら
買
い
取
っ
た
資
産
（
以
下
「
買
取
資
産
」
と
い
う
。
）

附
則
第
八
条
第
一
項
第
八
号

譲
受
債
権
等

買
取
資
産

（
特
定
協
定
銀
行
に
生
じ
た
損
失
の
額
）

第
九
条
　
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
本
文
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
特
定
協
定
銀
行
の
各
事
業
年
度
の
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
、
同
項

第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
と
す
る
。

（
特
定
協
定
銀
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
預
金
保
険
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
条
　
法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
お
い
て
特
定
協
定
銀
行
に
つ
い
て
預
金
保
険
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。

読
み
替
え
る
預
金
保
険
法
の
規
定
読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項

こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
四
条
第
二
項
第
四
号
こ
の
条

附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項

譲
受
債
権
等
に
係
る
債
権
又
は
特
定
債
権

特
定
整
理
回
収
協
定
の
定
め
に
よ
り
金
融
機
関
等
か
ら
買
い
取
っ
た
資
産
に
係
る
債
権
（
金
融
機
能
再
生
緊
急
措
置
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
附
則
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
買
取
債
権
」
と
い
う
。
）

（
法
第
六
十
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
）

第
十
一
条
　
法
第
六
十
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資

二
　
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
性
質
の
す
べ
て
を
有
す
る
も
の
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
劣
後
特
約
付
社
債
」
と
い
う
。
）

イ
　
担
保
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

ロ
　
そ
の
償
還
が
行
わ
れ
な
い
期
間
が
発
行
時
か
ら
五
年
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
株
式
等
の
引
受
け
等
に
係
る
手
続
等
）

第
十
二
条
　
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
込
み
を
行
っ
た
金
融
機
関
（
以
下
「
発
行
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
方
策
を
定
め
た
経
営
の
健
全
化
の
た
め
の
計
画
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
経
営
の
合
理
化
の
た
め
の
方
策

二
　
責
任
あ
る
経
営
体
制
の
確
立
の
た
め
の
方
策

三
　
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
信
用
供
与
の
円
滑
化
の
た
め
の
方
策

四
　
当
該
申
込
み
に
係
る
株
式
等
及
び
借
入
金
に
つ
き
利
益
を
も
っ
て
す
る
消
却
、
償
還
又
は
返
済
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
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五
　
財
務
内
容
の
健
全
性
及
び
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
の
た
め
の
方
策

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
計
画
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
秩
序
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
、
当
該
計
画
を
提
出
し
た
発
行

金
融
機
関
の
預
金
者
そ
の
他
の
取
引
者
の
秘
密
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
及
び
当
該
発
行
金
融
機
関
の
業
務
の
遂
行
に
不
当
な
不
利
益
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
機
構
が
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
を
し
た
株
式
等
（
当
該
株
式
等
が
株
式
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
で
あ
る
場
合
の
当
該
取
得
後
に
お
い
て
は
、
当
該
株
式
が
他
の
種
類
の
株
式
へ
の
転
換

が
可
能
と
さ
れ
る
株
式
で
あ
る
場
合
に
そ
の
転
換
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
他
の
種
類
の
株
式
及
び
当
該
株
式
又
は
当
該
他
の
種
類
の
株
式
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
に
よ
り
分
割
又
は
併
合
さ
れ
た
株
式
並
び
に
当
該
劣
後
特
約
付
社
債
が

株
式
へ
の
転
換
が
可
能
と
さ
れ
る
社
債
で
あ
る
場
合
に
そ
の
転
換
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
株
式
及
び
こ
れ
に
つ
い
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
分
割
又
は
併
合
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。
以
下
「
取
得
株
式
等
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
の
貸
付
け

に
よ
り
取
得
を
し
た
貸
付
債
権
（
以
下
「
取
得
貸
付
債
権
」
と
い
う
。
）
の
全
部
に
つ
き
そ
の
処
分
を
し
、
又
は
そ
の
返
済
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
当
該
取
得
株
式
等
又
は
取
得
貸
付
債
権
に
係
る
金
融
機
関
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
を
受
け
た
計
画
の
履
行
状
況
に
つ
き
報
告
を
求
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
を
公
表
す
る
と
き
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
承
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
係
る
発
行
金
融
機
関
が
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
承
認
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
日
本
銀
行
又
は
機
構
に
対
し
、
意
見
の
陳
述
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
借
入
金
及
び
預
金
保
険
機
構
債
の
発
行
の
限
度
額
）

第
十
三
条
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
兆
円
と
す
る
。

（
金
融
再
生
業
務
の
終
了
の
日
）

第
十
四
条
　
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

一
　
機
構
が
次
に
掲
げ
る
株
式
そ
の
他
の
権
利
の
全
部
に
つ
き
そ
の
処
分
に
係
る
対
価
を
受
領
し
、
又
は
そ
の
返
済
（
償
還
、
払
戻
し
又
は
残
余
財
産
の
分
配
を
含
む
。
）
を
受
け
た
日
の
属
す
る
機
構
の
事
業
年
度
の
終
了
の
日

イ
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
資
に
基
づ
い
て
機
構
が
取
得
し
た
株
式
（
当
該
株
式
に
つ
い
て
分
割
さ
れ
又
は
併
合
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。
ロ
、
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
併
に
よ
り
機
構
が
取
得
し
た
当
該
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
当
該
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会
社
の
株
式

ハ
　
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
取
得
し
た
株
式

ニ
　
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
取
得
し
た
同
項
の
株
式
等
及
び
貸
付
け
に
係
る
債
権

ホ
　
法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
取
得
優
先
株
式
等
及
び
取
得
貸
付
債
権

二
　
特
定
協
定
銀
行
が
買
取
資
産
の
全
部
に
つ
き
そ
の
管
理
及
び
処
分
を
終
え
た
日
の
属
す
る
特
定
協
定
銀
行
の
事
業
年
度
の
終
了
の
日

（
主
務
省
令
）

第
十
五
条
　
法
第
三
章
及
び
第
四
章
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令

二
　
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
以
外
の
金
融
機
関
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
令

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
金
融
再
生
委
員
会
設
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
金
融
再
生
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
金
融
再
生
委
員
会
規
則
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

２
　
金
融
再
生
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
こ
の
政
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
金
融
再
生
委
員
会
が
し
た
承
認
そ
の
他
の

行
為
と
み
な
す
。

（
金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
廃
止
）

第
三
条
　
金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
機
関
等
の
自
己
資
本
充
実

の
た
め
の
業
務
の
委
託
に
関
す
る
協
定
に
係
る
旧
協
定
銀
行
（
旧
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
協
定
銀
行
を
い
う
。
）
の
業
務
（
法
附
則
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
有
す
る
取
得
優
先
株
式
等
（
旧
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
取
得
優
先
株
式
等
を
い
う
。
）
及
び
取
得
貸
付
債
権
（
旧
法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
取
得
貸
付
債
権
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
業
務
に
係
る
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
能
の
安
定
化

の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
旧
施
行
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
前
条
の
規
定
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
施

行
令
第
一
条
中
「
、
「
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
」
、
「
金
融
危
機
管
理
業
務
」
又
は
「
金
融
危
機
管
理
基
金
」
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
「
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
」
」
と
、
「
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
九
条
又
は
第
二
十
八
条
」

と
あ
る
の
は
「
又
は
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
、
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
、
金
融
危
機
管
理
業
務
又
は
金
融
危
機
管
理
基
金
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
」
と
、
旧
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
中

「
損
失
の
補
て
ん
及
び
法
第
三
十
条
第
四
項
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
返
済
の
免
除
」
と
あ
る
の
は
、
「
損
失
の
補
て
ん
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
七
日
政
令
第
三
三
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
金
融
再
生
委
員
会
規
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
金
融
再
生
委
員
会
規
則
で
、
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
又
は
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金

融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
内
閣
府
令
で
定
め
る
べ
き
事
項
を
定
め
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
は
、
内
閣
府
令
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
三
日
政
令
第
三
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
二
月
九
日
政
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
二
日
政
令
第
三
二
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
政
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
政
令
第
一
九
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
政
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
政
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
九
日
政
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
政
令
第
一
四
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
〇
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
政
令
第
九
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
五
日
政
令
第
五
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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